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議  事  の  経  過 

発言者 議題・発言内容・決定事項 

局長 皆さんおはようございます。定刻となりますので、ただ今から、平成３１年第 

１回農業委員会総会を始めさせていただきます。 

局長 はじめに、進藤会長からごあいさつを申し上げます。 

会長 あいさつ（省略） 

局長 本日は、傍聴人の方がお見えでございますので、よろしくお願いいたしま

す。なお、傍聴人に申し上げます。 

お手元の『傍聴人心得』を良くお読みいただき、傍聴くださいますようお

願いいたします。  

局長 現在の出席委員は農業委員１３名、推進委員８名でございます。 

農業委員会会議規則に基づきまして、進藤会長に議長をお願いいたします。 

 【開会 午前９時００分】 

議長 現在出席委員１３名であり定足数に達しておりますので、これから第１回総会を

開会いたします。 

議長 議事録署名委員に吉澤委員、鈴木委員を指名いたします。 

議長 まず初めに事務局から発言を求められていますので、事務局の発言を許可します。 

事務局 本日、審議を予定していました議案第１号番号１につきましてですが、平成３１

年１月２１日に取下願が提出されました。また、番号２につきまして従農者数の訂

正がありましたので、総会資料及び現地案内図の差し替えをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許可について 

議長 日程第１ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許可につい

て を議題といたします。事務局から内容説明をいたさせます。 

事務局 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許可につきまして、御

説明いたします。今回案件は１件でございます。 

総会資料の２ページ目を御覧願います。 

 

番号１ につきましては、農業経営規模拡のため、譲受人が、譲渡人から、売買

により所有権を移転するものです。 

申請書類を確認したところ、譲受人の農業経営の状況につきましては、耕作面積

６９ａ、農業従事者は３人、農業従事日数は１５０日、農機具については、トラク

ター１台、耕うん機２台、田植機１台を所有しています。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。 



議長 説明が終了しました。これから番号１の現地確認の報告を鈴木委員にお願いいた

します。 

鈴木委員 番号１について、推進委員の齋藤さんと共に１月１９日に現地確認を行いました。 

現地案内図の１ページを御覧ください。 

申請地は現在、農地としてされており、譲受人についても農業機械を所有してお

り、所有する農地は全て耕作及び管理されております。詳細については事務局から

の説明のとおりです。 

つきましては、今後も耕作されると判断されますので、審議をお願いします。 

議長 報告が終了しました。これより御意見・御質疑等をお伺いします。 

御意見・御質疑等ございましたらお願いいたします。 

 ［質疑等なしという声あり］ 

議長 質疑なしと認めます。 

議長 お諮りします。本案については取得事由を相当とし、農機具・労働力・作付計画

等から取得後、地域農業との調和を図りつつ十分効率利用できるものと認め、許可

することで御異議ございませんか。 

 ［異議なしという声あり］ 

議長 異議なしと認めます。よって議案第１号については原案のとおり決定します。 

議長 以上をもちまして、議案第１号に係る議事を終了いたします。 

議長 引き続き協議報告会を開催いたします。 

 

協議報告事項１ 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出に対する専決処分 

議長 協議報告事項１ 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出に対す

る専決処分について を事務局から説明をいたさせます。 

事務局 協議報告事項１ 農地法第５条第１項第６号の転用届出に関する専決処分につい

て でございますが、今回報告は８件でございます。 

総会資料の４から５ページ目をご覧願います。 

 

番号１から３、５、７，８につきましては、住宅敷のための転用です。 

番号４につきましては、事務所敷のための転用です。 

番号６につきましては、分譲住宅敷のための転用です。 

議長 説明が終了いたしました。これから御意見・御質疑等お伺いします。 

御意見・御質疑等ございましたらお願いいたします。 

 ［質疑等なしという声あり］ 

議長 質疑なしと認めます。 



協議報告事項２ 農地法第１８条第６項の規定による通知  

議長 続きまして、協議報告事項２、農地法第１８条第６項の規定による通知につい

て を事務局から説明をいたさせます。 

 協議報告事項２ 農地法第１８条第６項の規定による通知について でござい

ますが、今回報告は１件でございます。 

総会資料の６ページ目を御覧願います。 

 

番号１につきましては、平成３１年１月１０日に届出のあったものです。 

議長 説明が終了いたしました。これから御意見・御質疑等お伺いします。 

御意見・御質疑等ございましたらお願いいたします。 

 ［質疑等なしという声あり］ 

議長 質疑なしと認めます。 

協議報告事項３ その他 

議長 質疑もないようですので、協議報告事項３その他に移ります。 

事務局から内容説明をいたさせます。 

事務局 ○農地転用等許可後の現地確認について 

・１２月総会でお願いをさせていただきました、農地転用等許可後の現地確認 

について、皆様の御協力、ありがとうございました。 

 

○「農地利用最適化推進１・１・１運動推進要領」について 

・２月総会時に「提出用」の用紙にて報告。 

要領を確認の上、必ず１つは実施していただきたい。 

 

○「平成３０年 農地活用世話人活動実績報告書」について 

・２月総会時に「提出用」の用紙にて報告。 

 

○農業委員会活動記録簿の記入について 

・別添のとおり、農業委員会活動記録簿の記入について確認と必要に応じて過 

去の記録簿の見直し、追記をお願いします。 

・この記録簿は、県交付金等の会計監査の証拠書類でもありますため、会計監 

査で指摘を受けないために御協力をお願いします。 

 

○農業委員会活動記録の提出について 

・皆様からの提出を確認できました。ありがとうございました。 

 

 



 ○農業者等と農業委員会との意見交換会について 

・２月８日開催の農業講演会終了後に引き続き同会場にて実施予定。 

前回の総会でお願いした委員の方々は出席をお願いします。 

 

○来月の農地パトロールについて 

・２月５日   白石委員・八木橋委員・日勝地区推進委員 

・２月１９日  小島委員・篠津地区推進委員 

必要に応じて日程変更をお願いします。 

 

○来年度以降の農地パトロールについて 

・来年度以降の農地パトロールの日程について、別紙のとおりとなりますので 

御確認をお願いします。 

 

○来月総会 

・２月２５日（月）午前９時 

・議事録署名委員の吉澤委員、鈴木委員の両委員は来月印鑑をお願いします。 

 

○来年度の総会の日程について 

・来年度の総会の日程について、別紙のとおりとなりますので御確認をお願い 

します。 

 

○人権に関する研修について 

・来月総会後に、人権に関する研修を４０分程度で予定しています。 

事務局 以上で、協議報告事項３その他を終わります。 

議長 内容説明が終了いたしました。全体を通しまして御意見・御質疑等ございませ

んか。 

岩上委員 田の作付面積についての記事を新聞で読みましたが、ほかの県はどれだけ増え

たですとか減ったですとか載っていたのですが、埼玉県については載っていませ

んでした。どういうことなのか教えてもらいたいです。 

事務局 記事について、どういった内容の物だったのか後ほど詳細を確認させていただ

き、必要に応じて農政課等と調整しながら回答させていただければと思います。 

岩上委員 わかりました。 

議長 以上をもちまして、本日の総会を閉会といたします。 

 【終了 午前９時２３分】 

 


